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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】令和2年7月30日(2020.7.30)

【公開番号】特開2019-195331(P2019-195331A)
【公開日】令和1年11月14日(2019.11.14)
【年通号数】公開・登録公報2019-046
【出願番号】特願2019-105087(P2019-105087)
【国際特許分類】
   Ｃ１２Ｎ   5/071    (2010.01)
   Ａ６１Ｋ  35/12     (2015.01)
   Ａ６１Ｋ  35/28     (2015.01)
   Ａ６１Ｌ  27/38     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   7/06     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   9/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  17/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  25/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  37/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｑ  19/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/98     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１２Ｎ    5/071    ＺＮＡ　
   Ａ６１Ｋ   35/12     　　　　
   Ａ６１Ｋ   35/28     　　　　
   Ａ６１Ｌ   27/38     　　　　
   Ａ６１Ｐ    7/06     　　　　
   Ａ６１Ｐ    9/00     　　　　
   Ａ６１Ｐ   17/02     　　　　
   Ａ６１Ｐ   25/00     　　　　
   Ａ６１Ｐ   35/00     　　　　
   Ａ６１Ｐ   43/00     １０５　
   Ａ６１Ｐ   43/00     １０７　
   Ａ６１Ｐ   35/04     　　　　
   Ａ６１Ｐ   37/02     　　　　
   Ａ６１Ｑ   19/00     　　　　
   Ａ６１Ｋ    8/98     　　　　
   Ａ６１Ｌ   27/38     １００　
   Ａ６１Ｌ   27/38     １１０　

【手続補正書】
【提出日】令和2年6月22日(2020.6.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
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【請求項１】
　バッファー溶液に懸濁された単離された微小胞の濃縮調製物を含む、医薬組成物。
【請求項２】
　組成物が、皮膚創傷への局所的な投与のために製剤化されている、請求項１に記載の医
薬組成物。
【請求項３】
　濃縮調製物が、生体液から微小胞を沈殿させることによって調製された、請求項１に記
載の医薬組成物。
【請求項４】
　微小胞が、間葉系幹細胞に由来する、請求項３に記載の医薬組成物。
【請求項５】
　間葉系幹細胞が、骨髄に由来する、請求項４に記載の医薬組成物。
【請求項６】
　微小胞が、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）沈殿プロセシングにおいて単離される、
請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項７】
　微小胞が、サイズにおいて２ｎｍ～５０００ｎｍの範囲にわたる、請求項１に記載の医
薬組成物。
【請求項８】
　非増殖性の培養された線維芽細胞に投与されたとき、微小胞が、細胞遊走アッセイにお
いて非増殖性の培養された線維芽細胞の遊走を促進する、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項９】
　線維芽細胞が、慢性創傷線維芽細胞である、請求項８に記載の医薬組成物。
【請求項１０】
　皮膚創傷が、全層性皮膚創傷である、請求項２に記載の医薬組成物。
【請求項１１】
　皮膚創傷が、第２度熱傷および全層性熱傷から選択される、請求項２に記載の医薬組成
物。
【請求項１２】
　対象の皮膚への医薬組成物の投与が、対象の皮膚創傷において少なくとも１つの皮膚組
織の再生をもたらす、請求項２に記載の医薬組成物。
【請求項１３】
　再生される少なくとも１つの皮膚組織が、上皮組織、間質性組織、神経組織、血管組織
、および付属器組織からなる群から選択される、請求項１２に記載の医薬組成物。
【請求項１４】
　微小胞が、サイズおよび形状において不均一であり、エクトソーム（ｅｃｔｏｓｏｍｅ
）、微粒子、微小胞、ナノ小胞（ｎａｎｏｖｅｓｉｃｌｅ）、脱粒小胞（ｓｈｅｄｄｉｎ
ｇ　ｖｅｓｉｃｌｅ）、アポトーシス小体、および膜粒子を含む、請求項１に記載の医薬
組成物。
【請求項１５】
　微小胞が、２ｎｍ～２００ｎｍのサイズを有する微小胞を単離するためにさらにプロセ
シングされる、請求項７に記載の医薬組成物。
【請求項１６】
　対象への医薬組成物の投与が、対象の皮膚においてしわ形成または瘢痕形成の低下をも
たらす、請求項２に記載の医薬組成物。
【請求項１７】
　微小胞が、電子顕微鏡法によって検査したとき、しわがない境界線を有し、インタクト
に見える、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項１８】
　微小胞が、エキソソームマーカー　ＨＳＰ７０、ＣＤ６３、およびＳＴＡＴ３を発現す
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る、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項１９】
　間葉系幹細胞から調製された単離された微小胞の治療有効量を含む医薬組成物であって
、
　微小胞は、サイズにおいて２ｎｍ～５０００ｎｍの範囲にわたり、
　非増殖性の培養された線維芽細胞に投与されたとき、微小胞は、細胞遊走アッセイにお
いて非増殖性の培養された線維芽細胞の遊走を促進し、そして
　対象の皮膚への医薬組成物の投与は、少なくとも１つの皮膚組織の再生をもたらす、
医薬組成物。
【請求項２０】
　微小胞が、サイズおよび形状において不均一であり、エクトソーム（ｅｃｔｏｓｏｍｅ
）、微粒子、微小胞、ナノ小胞（ｎａｎｏｖｅｓｉｃｌｅ）、脱粒小胞（ｓｈｅｄｄｉｎ
ｇ　ｖｅｓｉｃｌｅ）、アポトーシス小体、および膜粒子を含む、請求項１９に記載の医
薬組成物。
【請求項２１】
　再生される少なくとも１つの皮膚組織が、上皮組織、間質性組織、神経組織、血管組織
、および付属器組織からなる群から選択される、請求項１９に記載の医薬組成物。
【請求項２２】
　微小胞が、２ｎｍ～２００ｎｍのサイズを有する微小胞を単離するためにさらにプロセ
シングされる、請求項１９に記載の医薬組成物。
【請求項２３】
　間葉系幹細胞が、骨髄に由来する、請求項１９に記載の医薬組成物。
【請求項２４】
　対象への医薬組成物の投与が、対象の皮膚においてしわ形成または瘢痕形成の低下をも
たらす、請求項１９に記載の医薬組成物。
【請求項２５】
　微小胞が、電子顕微鏡法によって検査したとき、しわがない境界線を有し、インタクト
に見える、請求項１９に記載の医薬組成物。
【請求項２６】
　微小胞が、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）沈殿プロセシングにおいて単離される、
請求項１９に記載の医薬組成物。
【請求項２７】
　微小胞が、エキソソームマーカー　ＨＳＰ７０、ＣＤ６３、およびＳＴＡＴ３を発現す
る、請求項１９に記載の医薬組成物。
【請求項２８】
　間葉系幹細胞から調製された単離された微小胞の治療有効量を含む医薬組成物であって
、
　微小胞は、サイズにおいて２ｎｍ～５０００ｎｍの範囲にわたり、
　非増殖性の培養された線維芽細胞に投与されたとき、微小胞は、細胞遊走アッセイにお
いて非増殖性の培養された線維芽細胞の遊走を促進し、そして
　対象の皮膚への医薬組成物の投与は、対象の皮膚創傷において少なくとも１つの皮膚組
織の再生をもたらす、
医薬組成物。
【請求項２９】
　線維芽細胞が、慢性創傷線維芽細胞である、請求項２８に記載の医薬組成物。
【請求項３０】
　皮膚創傷が、全層性皮膚創傷である、請求項２８に記載の医薬組成物。
【請求項３１】
　皮膚創傷が、第２度熱傷および全層性熱傷から選択される、請求項２８に記載の医薬組
成物。
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【請求項３２】
　微小胞が、サイズおよび形状において不均一であり、エクトソーム（ｅｃｔｏｓｏｍｅ
）、微粒子、微小胞、ナノ小胞（ｎａｎｏｖｅｓｉｃｌｅ）、脱粒小胞（ｓｈｅｄｄｉｎ
ｇ　ｖｅｓｉｃｌｅ）、アポトーシス小体、および膜粒子を含む、請求項２８に記載の医
薬組成物。
【請求項３３】
　再生される少なくとも１つの皮膚組織が、上皮組織、間質性組織、神経組織、血管組織
、および付属器組織からなる群から選択される、請求項２８に記載の医薬組成物。
【請求項３４】
　微小胞が、２ｎｍ～２００ｎｍのサイズを有する微小胞を単離するためにさらにプロセ
シングされる、請求項２８に記載の医薬組成物。
【請求項３５】
　間葉系幹細胞が、骨髄に由来する、請求項２８に記載の医薬組成物。
【請求項３６】
　微小胞が、電子顕微鏡法によって検査したとき、しわがない境界線を有し、インタクト
に見える、請求項２８に記載の医薬組成物。
【請求項３７】
　微小胞が、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）沈殿プロセシングにおいて単離される、
請求項２８に記載の医薬組成物。
【請求項３８】
　間葉系幹細胞から調製された単離された微小胞の治療有効量を含む医薬組成物であって
、
　微小胞は、サイズにおいて２ｎｍ～５０００ｎｍの範囲にわたり、
　非増殖性の培養された線維芽細胞に投与されたとき、微小胞は、細胞遊走アッセイにお
いて非増殖性の培養された線維芽細胞の遊走を促進し、
　微小胞は、サイズおよび形状において不均一であり、エクトソーム（ｅｃｔｏｓｏｍｅ
）、微粒子、微小胞、ナノ小胞（ｎａｎｏｖｅｓｉｃｌｅ）、脱粒小胞（ｓｈｅｄｄｉｎ
ｇ　ｖｅｓｉｃｌｅ）、アポトーシス小体、および膜粒子を含み、
　微小胞は、電子顕微鏡法によって検査したとき、しわがない境界線を有し、インタクト
に見え、そして
　対象の皮膚への医薬組成物の投与は、対象の皮膚創傷において少なくとも１つの皮膚組
織の再生をもたらす、
医薬組成物。
【請求項３９】
　間葉系幹細胞が、骨髄に由来する、請求項３８に記載の医薬組成物。
【請求項４０】
　微小胞が、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）沈殿プロセシングにおいて単離される、
請求項３８に記載の医薬組成物。
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